






川口市名誉市民条例を考えよう！

〜市による名誉市民の公的葬儀から〜　川口市民オンブズマン
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      平成24年3月の公葬（公的葬儀）の実施状況

      公葬とは自治体等の公的機関が公費で行う葬儀のことになります。

川口市名誉市民条例第7条2項には『前項に規定するもののほか、名誉市民が死亡したときは、議会の同意を得て公葬を行うことができる。』となっており、最近川口市が行った公葬の実施状況を以下に記載します。

      ■日時：2012年3月22日（木）  

      ■場所：「川口総合文化センター・リリア」メインホール

      ■列席者数：約1,500人（広報かわぐち2012年4月号発表）

      ■総事業費：16,239,965円（3月議会の補正予算では2,000万円）

      ■広報かわぐちでの公葬に関する記載内容

      ※下記の画像をクリックしてPDFを参照。広報かわぐち2012年3・4号）
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